
概要版

計画策定の趣旨

石井町では「教育基本法」に基づき、教育の振興方針と施策の体系を示し、町全体での教育振興
を図るため、令和３年度から令和７年度を計画期間とする、「石井町教育振興基本計画(第３期)」
を策定し、取り組みを進めてきました。

このたび、計画の最終年度を迎え、本町の教育を取り巻く情勢に基づいてその内容を見直し、新
たに「石井町教育振興基本計画(第４期)」を策定しました。

計画の推進体制

本計画は、石井町教育委員会、学校及び本町が一体となって推進するものであり、住民・地域・
関係機関との連携・協力のもと、取り組みの充実を図ります。

また、本計画の実効性を高めるとともに、次年度以降の教育行政を効果的に推進するため、事業
内容等の見直しを行うとともに、教育に取り巻く状況の変化に応じて、適宜、計画内容の見直しを
行います。

目指す人間像

郷土を愛し　人を思いやるとともに　豊かな地域社会の創造に参画する人

健康を大切にし　意欲を持って学び　自己実現を図る人

基本目標

ふるさとを愛し　　健やかな心を持ち

　　　　　　　　　　　元気で　　よく学ぶ　　人間の育成

基本方針の目標達成に向け、本計画に基づく取り組みの柱として、３つの基本方針を設定します。

基本方針



確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を着実に進めるとともに、学習指導要領や社会の変化
に対応した取り組みを充実させ、幼稚園、小・中学校を中心とした教育のさらなる充実を図ります。

①各種調査結果の分析と指導方法の工夫・改善

②外国語教育の充実

③教育の情報化の推進

④子どもの読書習慣の定着

①人権教育の推進

②道徳教育の推進

①体育指導の充実

②健康教育の推進

③食育の推進

①特別支援教育の推進

①いじめ問題への対応

②不登校問題への対応

③教育相談の充実

①キャリア教育の推進

②次世代の町民を育てる教育の推進

③社会的な諸課題に対応する教育の推進

①幼稚園教育の充実

①教職員の指導力の向上

②教職員の業務量等の適正化

③学校経営の改善と充実



学校・家庭・地域等が連携・協働し、信頼される教育の充実に取り組む環境づくりを進めます。
また、子どもが安心・安全に学ぶことのできる環境整備や家庭の教育力向上に向けた支援を行います。

①保護者・地域に開かれた学校づくり

②地域と連携した教育活動の充実

①学校施設・設備の整備・充実

②学校給食の充実

①防災の取り組みの充実

②安心・安全な教育環境づくり

①子育て支援の充実

②家庭の教育力向上の支援

①青少年の健全育成

②健全育成体制の充実と環境整備

③読書環境の整備・充実
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住民のだれもが生涯学習や生涯スポーツ、文化・芸術活動に取り組むことができる環境づくりを
進めます。また、本町の豊かな文化財の保存と継承、活用を図ります。
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①生涯学習の機会の提供

②誰もが生涯学習に参加できる環境づくり

③人権教育・啓発の推進

①生涯スポーツの振興

②社会体育・競技スポーツの振興

③スポーツ推進体制の整備

①文化芸術活動への参加機会の提供

②文化芸術活動の活性化

①文化財の調査と保存・保護

②伝統文化の継承と活用


